
 

 

＜参考＞ 

1．関係法令 

2．原子力防災体制の強化    

 

＜付録＞ 

A 原子力、放射線（能）に関する用語   

B 計量法による放射線（能）に関する単位
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1.関係法令

（１）原子力基本法の体系

 1．平和目的に限り
 2．安全の確保を旨として
 3．民主的な運営の下に
 4．自主的に
 5．成果を公開し
 6．国際協力に資する

（２）事故由来放射能物質に係る法律

その他の関係法

　平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の
汚染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚染対処特措法）

原子力基本法

 特許発明等に対する措置  特許法による措置  譲渡制限、奨励金等の交付

 輸入、輸出、譲渡、譲受、精錬－（政府の指定する者に限る）

 生産、輸入、輸出、所有、所持、譲渡、譲受、使用、輸送－（規制）

 原子力委員会、原子力規制委員会

基 本 方 針

核 原 料 物 質

核 燃 料 物 質

 奨励金等の交付

 鉱業法の特例

 （開発機関）国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

そ の 他

その他

 〔原子力災害対策特別措置法〕

 〔原子力損害賠償補償契約に関する法律〕

 〔原子力損害の賠償に関する法律〕

原 子 炉

補 償  核原料物質の開発に係る損失

 〔特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律〕

 原子力の研究、開発及び利用の推進

 将来のエネルギー資源の確保、学術進歩、産業振興

救 済

助 成

 譲渡命令

 買収命令、譲渡命令

目 的

定 義

 放射線による障害の防止－〔放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律〕

 建設、改造、移動、譲渡、譲受、運転計画－（規制）

→  福祉、生活水準向上

→  〔政令〕

 〔原子力委員会及び原子力規制委員会設置法〕

 「原子力」「核燃料物質」「核原料物質」「原子炉」「放射線」

 その他

 〔船舶安全法、航空法、労働安全衛生法〕

 〔電気事業法〕

 〔発電用施設周辺地域整備法〕

 〔特別会計に関する法律〕

鉱 物 の
開 発 取 得

放 射 線

核
原
料
物
質

、
核
燃
料

物
質
及
び
原
子
炉
の
規

制
に
関
す
る
法
律

〔 外 為 法 〕

機 関 等

管 理 規 制

 原子力防災会議

 〔国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法〕
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2.原子力防災体制の強化 

 

○内閣に原子力防災会議を設置し、緊急時に備えて平時から政府全体で原子力防災対策を推進す

る体制を整備。 

○原子力施設における緊急時の事故収束について原子力規制委員会が事業者を指導・監督。 

 

 

 

 

 

 

原子力防災会議 
（内閣に常設） 

議 長：内閣総理大臣 

副 議 長：内閣官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子力防災）等 

議 員：全ての国務大臣、内閣府副大臣・政務官、内閣危機管理監等 

事務局長：環境大臣 

緊

急

時

原子力災害対策本部 
（原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に内閣府に設置） 

本 部 長：内閣総理大臣 

副本部長：内閣官房長官、環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子力防災）等 

本 部 員：全ての国務大臣、内閣危機管理監等 

事務局長：内閣府政策統括官（原子力防災担当） 

 

＜役割＞ 

・原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進等 

・事故後の長期にわたる取組の総合調整 

平

時

＜役割＞ 

・原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策の総合調整 

・原子力災害事後対策の総合調整 


